
2 0総監第 2 8号の 2

平成 2 1年 7月1 3日

名古屋市民オンブズマン

代表 倉  橋  克  実  様

実施機 関

名古屋 市長 河  村  た か し

行政文書公 開請 求却下決 定 の取消 し及 び 当該 取消 しに係 る行政文

書
一

部公 開決 定 について  、

平成2 0年1 1月 7日付けで請求のあった行政文書の公開請求に対 し、平成2 0年

1 1月2 1日付け2 0総監第2 8号で通知 した行政文書公開請求却下決定は、これを取

り消 しく名古屋市情報公開条例第1 0条第 1項の規定により、次のとお りその一

部を公開することと決定 しましたので通知 します。

1  -部 公 開決定す る行政文書 の名称

・平成 1 9年度 に総務局監祭室 に よつて行 われ た不適 正 な会計処理 に よる現

金等 の調査 に係 る帳簿

・平成 1 9年度 に総務局監祭室 に よつて行 われ た不適正 な会計処理 に よる現

金等 の調査 に係 る通帳

2  行 政文書公 開請求却 下決定を取 り消す理 由

通帳又 は帳簿 は、不適正 な会計処理 に係 る調査 に当た つて、実施機 関が事

実上取得 した こ とに よ り、行政文書 に該 当 してい るた め。

3  行 政文書の一部を公開 しない理由

( 1 )名古屋市情報公開条例第 7条第 1項第 1号に該当

該当する行政文書には、個人名及び特定の個人を識別することができる

もの (他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができ

記



ることとなるものを含む。)が記載 されてお り、これ らの情報は通常他人に

知 られたくない と認められるため、該当する部分については非公開とする。

( 2 )名古屋市情報公開条例第 7条第 1項第 2号に該当

該当する行政文書には、法人の印影、振込先金融機関名及び法人の名誉、

社会的評価等が損なわれると認められる情報が記載 されてお り、これ らの

情報は公にすることにより、当該法人に明らかに不利益を与えると認めら

れるため、該当する部分については非公開とする。

行政文書の公開の 日時及び場所

日  日寺  幸 厄鬼21左手 7月′♪ 日を:号2   //日
寺 J。ちデ

場 所  市 民情報センター (市役所西庁舎 1階)

(教 示 )

1  こ の処分について不服があるときは、この処分があつたことを知つた 日の

翌 日から起算 して6 0日以内に、名古屋市長に対 して異議 申立てをすることが

できます。
2  こ の処分について不服があるときは、この処分があつたことを知つた 日(異

議 申立てをしたときは、決定の送達を受けた 日)の 翌 日か ら起算 して 6箇月

以内に、名古屋市を被告 として (市長が被告の代表者 とな ります。)処 分の取

消 しの訴え (取消訴訟)を 提起することができます。なお、 6箇 月以内であ

っても、処分又は決定の 日か ら 1年を経過すると取消訴訟を提起することが

できなくな ります。



2 1 教 総 第 6 0 号

平成 2 1年 7月1 3日

名古屋市民オンブズマン

代表 倉  橋  克  実  様

実施機関

名古屋市教育委員会

行政文書公開請求却下決定の取消 し及び当該取消 しに係 る行政文

書一部公開決定について

平成2 0年1 1月 7日付けで請求のあつた行政文書の公開請求に対 し、平成2 0年

1 1月2 1日付け2 0教総第 1 0 2号で通知 した行政文書公開請求却下決定は、これを

取 り消し、名古屋市情報公開条例第1 0条第 1項の規定により、次のとお りその

一部を公開することと決定しましたので通知 します。

一部公開決定する行政文書の名称

・平成1 9年度に総務局監祭室によつて行われた不適正な会計処理による現

金等の調査に係 る帳簿

・平成1 9年度に総務局監祭室によつて行われた不適正な会計処理による現

金等の調査に係 る通帳

行政文書公開請求却下決定を取 り消す理由

通帳又は帳簿は、不適正な会計処理に係 る調査に当たつて、実施機関が事

実上取得 したことにより、行政文書に該当しているため。

行政文書の一部を公開 しない理由

( 1 )名古屋市情報公開条例第 7条第 1項第 1号に該当

該当する行政文書には、個人名及び特定の個人を識別す ることができる

もの (他の情報 と照合することにより、特定の個人を識別することができ

記



ることとなるものを含む。)が 記載 されてお り、これ らの情報は通常他人に

知 られたくない と認められ るため、該当する部分については非公開とする古

(2 )‐名古屋市情報公開条例第 7条第 1項第 2号に該当

|十 1該
当する行政文書には、法人の印影が記載 されてお り、この情報は公に

|l iすることにより、当該法人に明らかに不利益を与えると認められるため、

|| |ばヽ|の印影については非公開とする。
!   , ― | l i t , H

4  行 政文書 の公 開の 同時及 び場所

日  F寺  平 成 21年  7月 じ 日`
争縁|   |十

 日寺伊θイが

場 所  市 民情報 セ ンター (市役所西庁舎 1階)

(教 示 )

1  こ の処分について不服があるときは、この処分があわたことを知うた 自の

翌 日か ら起算 して6 0日以内に(名 古屋市長に対 して審査請求をすることがで

きます。なお、処分があったことを知った 日の翌 日か ら起算 して6 0日以内で

あつても、処分の 日か ら 1年を経過すると審査請求をす ることができなくな

ります。

2  こ の処分について不服があるときは(この処分があつたことを知ち た 日(審

査請求をしたときは、裁決の送達を受けた日)の 翌 日か ら起算 して 6箇月以

内に、名古屋市を被告 として (教育委員会が被告の代表者 とな ります。)処 分

の取消 しの訴え (取消訴訟)を 提起することができます。なお、 6箇 月以内

であつても、処分の 日 (審査請求をしたときは、裁決の 日)か ら 1年を経過

すると取消訴訟 を提起することができなくな ります。


